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第１章 観光施設事業の概要 

１．観光施設事業の概要 

下関市では、下関市特別会計条例に基づき、観光施設事業として「索道事業」

及び「休養宿泊事業」を設置しており、下関市火の山ロープウェイ（以下「火

の山ロープウェイ」という。）、下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき（以下

「海峡ビューしものせき」という。）、下関市営宿舎サングリーン菊川（以下「サ

ングリーン菊川」という。）の３施設を運営している。 

観光施設事業はそれぞれ「索道事業」、「休養宿泊事業」に区分されており、

事業の全体像と各事業の内容については、次のとおりとなっている。 

 

≪事業の全体像≫ 

 

 

≪事業内容≫ 

（１）索道事業 

   瀬戸内海国立公園の一角に位置する火の山公園からの優良な眺望を観光

資源としてとらえ、火の山山麓と山頂を結ぶ観光ロープウェイの運営を行

うもの。 

 

（２）休養宿泊事業 

  ・海峡ビューしものせき 

   火の山地区の活性化及び市内に少ないリゾート型休養宿泊施設として、

質の高いサービスの提供ができる環境を整え、観光客等の誘客を図るため、

休養宿泊施設の運営を行うもの。 

　　　火の山ロープウェイ 　　　　海峡ビューしものせき

観光施設事業

索道事業

　サングリーン菊川

休養宿泊事業
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 ・サングリーン菊川 

   菊川地区の活性化及び市民の健康的でゆとりのある生活の実現に資する

ため、地区唯一の休養宿泊施設の運営を行うもの。 

 

２．観光施設事業を経理する会計 

観光施設事業を経理する会計は、市民サービスの提供を始めとする、行政運

営の基本的な経費を計上している「一般会計」とは異なり、特定の収入をもっ

て特定の支出に充てるため、一般会計と区別して、原則、独立して行われる特

定の事業や資金運用の状況を明確に経理する必要がある「特別会計」により経

理している。 

 

３．観光施設事業における特別会計の現状等           （単位：円） 

 

  観光施設事業の特別会計における収支の現状は、上表のとおり、直近３年間

において、一般会計からの繰入金により黒字収支となっている。 

  歳出の割合を大幅に占める約１億円の公債費については、海峡ビューしも

のせきの建設費に係る元金及び利子の償還金であり、現状では使用料、手数料

及び雑入の歳入のみで賄うことができず、一般会計繰入金によって、その歳出

を賄っている。 

  当該償還金が令和４年度に終了するため、令和５年度以降は、観光施設事業

特別会計が概ね収支均衡で推移していくことが見込まれることから、各施設

の老朽化にかかる改修工事等を計画的に実施し、観光施設事業特別会計とし

て、一般会計繰入金に頼ることのない完全独立採算制の実現を目指す。 

 

 

歳入

歳出

2,528,849 1,601,399 1,623,575収支

公債費 101,347,462 100,522,555 99,711,208

歳出合計 157,948,468 155,136,415 164,259,737

平成２９年度

観光施設事業費 56,601,006 54,613,860 64,548,529

内訳

65,477,317

95,000,000

160,477,317 156,737,814 165,883,312

使用料、手数料及び雑入

一般会計繰入金

歳入合計

平成３０年度　 令和元年度

63,883,312

102,000,000

64,737,814

92,000,000
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第２章 索道事業 下関市火の山ロープウェイ 

 

１．事業概要 

 

（１）施設概要等 

施 設 名 下関市火の山ロープウェイ 

所 在 地 下関市みもすそ川町７番１４号 

事業開始年度 昭和３３年度 

法適非適の区分 非適用 

事業の種類 観光施設事業（索道事業） 

面 積 敷 地 面 積 1,338.69㎡ 

建 築 面 積   809.17㎡ 

建築延面積 1,294.80㎡ 

構 造 三線交走式普通索道 

支索(メインロープ)直径 48 ㎜ 斜長 438.96m（高低差 165m） 

主な設備 搬器(ゴンドラ)２両（１号車 まんじゅ号 ２号車 かんじゅ号）  

定員 ３１人 

民間活用の状況 委託先  (一財)下関市公営施設管理公社 ほか 

 

（２）乗車料金 

区  分 

 

乗車料金（１人につき） 

大 人 学 生 小学生 幼 児 
市 内 

65歳以上 

普通乗車券 

片 道 ３１０円 １５０円 １５０円 

往 復 ５２０円 ２６０円 ２６０円 

団体乗車券 

（２０人以上） 

片 道 ２８０円 ２５０円 １２０円 １００円 － 

往 復 ４７０円 ４１０円 ２１０円 １６０円 － 
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（３）施設の沿革、取り巻く環境等 

①施設の沿革 

火の山ロープウェイは、瀬戸内海国立公園の一角に位置する火の山の山

頂からの優良な眺望を観光資源としてとらえ、火の山山麓と山頂を結ぶ交

通機関として設置され、昭和３３年４月に運行を開始し、平成１５年４月

より運休、平成１７年１０月に季節運行を再開し、平成２１年３月より長

期運行を開始した。 

施設を常に安全な状態に保持するため、適切な維持管理に努めている

が、開業より６０年以上が経過し、施設の老朽化が進んでおり、大規模な

改修・更新を必要とする時期を迎えている。 

 

②施設を取り巻く環境 

火の山ロープウェイのある火の山地区は、昭和３３年４月に火の山ロー

プウェイ開業、昭和４７年１１月に火の山パークウェイの開通、昭和４８

年３月に火の山展望台の開業など、観光地としての施設整備が進み、市内

外からの観光客で大いに賑わいを見せていた。 

火の山展望台開業後の昭和４８年度には観光客が１００万人近くに達し

たが、徐々に観光客は減少、また、施設の老朽化が進み、平成２８年１２

月に火の山展望台は閉館した。 

火の山には山麓にトルコチューリップ園、山頂に遊具施設、山麓と山頂

を結ぶ遊歩道などがあり、市民の憩いの場になっているほか、火の山地区

は関門海峡の眺望に恵まれ、歴史的な史跡も多く存在し、関門橋や関門人

道トンネルなど下関市を代表するランドマークがある。 

また、近隣の唐戸地区などには、インバウンドも含め多くの観光客が訪

れている。 

 

③火の山地区観光施設再編整備 

新火の山展望台を建設するため、火の山展望台整備事業として平成２９

年１２月に老朽化が進んだ旧火の山展望台を解体したが、新火の山展望台

建築主体工事の入札不調により事業は中断した。 

令和元年度において、火の山地区における観光施設等の適正配置、山頂
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への脆弱なアクセスの解消を目的として、火の山地区観光施設再編整備に

向けて調査検討を進め、火の山における移動交通手段の総合的な検討を行

い、火の山地区内の施設や周辺施設の更新・整備計画を立案できるよう模

索した。 

また、令和２年度は基本構想策定の段階であり、火の山地区観光施設再

編整備の方針により、火の山ロープウェイの更新、廃止、別の移動交通手

段への変更等が考えられるなど、火の山地区及び火の山ロープウェイを取

り巻く環境は大きく変化することが想定される。 

 

（４）索道事業の経営状況 

①乗車人数、乗車料の推移 

   乗車人数、乗車料収入等については、天候・災害の影響などの要因によ

り増減はあるものの、令和元年度を除きほぼ横ばいの状況である。 

（単位：人、円） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

乗車人数 33,188 42,243 44,121 41,023 48,839 

乗車料収入 5,937,220 7,751,670 7,863,685 7,316,080 9,100,470 

営業日数 131 189 190 181 164 

一日あたり乗車人数 253 224 232 227 298 

一日あたり収入 45,322 41,014 41,388 40,420 55,491 

  ※平成２７年８月～翌年３月は台風により通信線が断線したため運休 

  ※令和２年３月は新型コロナウイルス感染症対策のため運休 

 

②収支の推移 

収入については、乗車人数、乗車料の推移と同様に、天候・災害の影響

などの要因により増減はあるものの、ほぼ横ばいの状況である。 

支出については、やや増加傾向にあり、収支については、５年間平均で

毎年２，５００万円の赤字となっている。 

使用料収入の大幅な増加が望めない中、施設の改修等のみならず、毎年

の運営に必要な財源すら確保することが非常に困難な状況であり、不足分

については繰入金等に頼らざるを得ない状況となっている。 

5



 

こうした状況を踏まえ、事業の将来像や運営方針を明確化し、効果的か

つ効率的な事業の運営を図る必要がある。 

 （単位：円） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

収入 6,791,233 9,250,065 8,761,509 8,252,915 9,907,205 

支出 30,927,274 35,966,572 27,975,413 31,340,766 42,448,119 

収支 -24,136,041 -26,716,507 -19,213,904 -23,087,851 -32,540,914 

※平成２８年の収入は台風被害の保険金の収入含む。 

 

                                （単位：円） 

 

 

２．経営の基本方針 

関係法令の順守と安全最優先の原則を基本とし、従事者の知識・技能の向上

と施設の適正な維持管理を行い、施設利用者の増加と収入の確保を目指し、下

関市の観光振興に寄与する。 

 

３．計画期間 

令和３年度から令和１２年度までの１０年間とする。 

火の山地区観光施設再編整備の方向性によって、施設を取り巻く環境が変化

することが想定されるため、計画期間中は施設を現状維持すると仮定した投

▲24,136,041 
▲26,716,507 

▲19,213,904 

▲23,087,851 

▲32,540,914 

0

5,000,000
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20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000
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収入 支出 収支
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資・財政計画を策定し、火の山地区観光施設再編整備の方向性をもとに抜本的

に見直すこととする。 

また、計画期間中及び経営戦略の抜本的見直し後においても、経営戦略の進

捗管理を行い、随時必要に応じて計画変更を行う。 

 

４．投資・財政計画の説明（別紙） 

（１）前提条件 

   火の山地区観光施設再編整備の方向性によって、施設を取り巻く環境の

変化が想定されるため、計画期間中は施設を現状維持すると仮定した投資・

財政計画を策定する。 

 

（２）投資についての説明 

施設の経年劣化による更新は、安全確保の面から適正に投資を行っていく。

施設の適正な維持管理により、「安全・安心」を第一とする経営を実施する。 

 

（３）財源についての説明 

索道事業における主な収益的収入は使用料収入及び一般会計繰入金とな

っている。 

索道事業を黒字化するためには、平成３０年度の乗車人数で試算した場合、

乗車料収入を４倍程度にする必要がある。乗車料金を４倍に改定すれば、乗

車離れにより、乗車人数が激減することは必至であり、また、現在の環境の

まま乗車人数を４倍とすることは現実的ではない。 

さらに、火の山ロープウェイは開業から６０年以上経過しており、当時の

設備をそのまま使用しているものも多く、施設自体も耐用年数を超えており、

更新には多額の費用が必要となるため、更新費用を考慮した場合には乗車料

金をさらに上げる必要がある。 

現状では索道事業だけで収支均衡を図ることが難しいため、今後も一般会

計または他事業から繰入を行う見込みだが、本市の貴重な観光資源の一つで

ある火の山ロープウェイの趣旨を踏まえつつ、毎年度の収支状況を勘案しな

がら、やむなく生じた赤字分を繰入により確保していくこととなる。 

火の山地区観光施設再編整備の方向性により火の山ロープウェイを維持、
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更新することとなった場合には、指定管理者制度の導入を検討するなど、施

設の管理・運営に民間活力を導入することにより、利用料金収入を指定管理

者の収入とし、利用者の増加、サービスの向上、各種経費の縮減を図る。 

 

５．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

（１）組織、人員に関する事項 

施設の管理運営に必要とされる適正な人員の確保や労働環境の整備など

は現段階で既に確立されているが、火の山地区観光施設再編整備の方向性に

より火の山ロープウェイを維持、更新することとなった場合には、指定管理

者制度の導入を検討するなど、現在の水準は維持しつつ、更なる労働環境の

充実を進める。 

 

（２）広域化に関する事項 

下関市の観光振興のための事業であるため、広域化には馴染まないため、

広域化の計画はない。 

 

（３）防災・安全対策に関する事項 

安全最優先の原則により、施設を常に安全な状態に保持するための維持管

理を徹底するとともに、鉄道事業法及び同施行規則を遵守し、安全管理規定

に定める「安全統括管理者」・「索道技術管理者」等を適正に配置し、従事者

への教育訓練を実施することにより、安全に運行するための十分な配慮を行

う。 

火の山地区観光施設再編整備の方向性により火の山ロープウェイを維持、

更新することとなった場合には、指定管理者制度の導入を検討しつつ、安全

に運行するための十分な配慮を行う。 

 

（４）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

火の山地区観光施設再編整備の方向性により火の山ロープウェイを維持、

更新することとなった場合には、指定管理者制度の導入を検討するなど、民

間企業による独自の運営企画や経営ノウハウを展開することによって更な

る利用者サービスの拡充と施設の安全確保に努める。 
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また、火の山地区及び周辺地区には観光施設、宿泊施設等が集まっており、

各施設がそれぞれの立地条件や施設設備等を利用し集客率向上に努めてい

るが、それらの施設と連携することにより利用者の増加と収入の確保を目指

す。 

 

（５）料金の適正化に関する事項 

火の山地区観光施設再編整備については、基本構想策定の段階であり、火

の山ロープウェイの方向性自体が未定となっている。 

火の山地区観光施設再編整備の方向性により、火の山ロープウェイの料金

適正化について、将来の利用者予測、施設の更新等を踏まえた料金設定の検

討を行う。 

火の山公園及び火の山ロープウェイを下関市及びその周辺地域の観光交

流の中心として機能させることにより、本市の観光産業の振興を図ることを

目的としており、そのサービスの提供を受ける者が負担すべき費用を適正に

区分することが必要となる。 

 

（６）情報公開に関する事項 

ホームページ等により、利用者にわかりやすい形で逐次情報を公開する。 
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観光施設事業（休養宿泊事業）

令和 3 年度 ～ 令和 12 年度

1.事業概要

（1）事業形態等

（2）料金形態

 料金は、下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例

に基づき、当該条例の定める金額の範囲内で指定管理者が定めている。

料金の考え方

　公営の休養宿泊施設であり、公益に資するという明確な点を踏まえた上

で、近隣宿泊施設とのバランスを考慮し、国民宿舎協会の利用基準を目

安に食事のグレード及び原価率等を設定し、利用者が利用しやすい料金

設定を行っている。

　休日の前日や海峡まつり及び海峡花火大会等下関市における大型イベ

ント開催時については、繁忙期加算を行っている。

宿
泊
料

食
事
料

区分
6,600円
7,150円
7,700円

1,100円

2,200円

1,650円
2,200円

朝食

3,850円
5,500円

4,400円

8,800円

客室休憩

事業の内容 休養宿泊施設の管理運営

170円

風呂なし客室
風呂付き客室

バリアフリー客室

浴場使用料　1回につき

夕食

子供食Ａ
子供食Ｂ

定食
特別食Ａ
特別食Ｂ
特別食Ｃ

―
―

1,100円

料金改定年月日
（消費税のみの改定は
含まない）

－

料金の概要

ア　民間委託

イ　指定管理者制度

ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

なし

4,950円
5,500円

2,750円
3,300円
770円

幼児小学生大人

１室につき3,300円
730円 360円

第３章　休養宿泊事業　下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき

民間活用の状況

　　　　0　　　人

平成18年4月1日に指定管理者制度を導入
平成26年4月1日から利用料金制へ移行
≪指定管理者≫
・平成28年4月～令和3年3月
　株式会社　ユニコン
・令和3年4月～令和8年3月
　株式会社　ユニコン

事業開始年度

事 業 名

計 画 期 間

法適（全部適用・一部適
用）

平成１４年

事業の種類
観光施設事業

（休養宿泊事業）
施設名

下関市営国民宿舎海
峡ビューしものせき

非適用

職員数
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（3）経営状況

（上記収益等の状況を踏まえた現在の経営状況の分析）

※その他経営指標については、別紙経営比較分析表による。

2.将来の事業環境等

（１）本市（旧下関地区）の宿泊施設の現状

本市へ納付する納付金 H29 33,500,000 H30 33,500,000 R1 32,211,081

小計

R1

R1

301,185,147

319,354,208

小計 H29

324,642,288

326,464,863

H30

H30

324,175,533

324,057,715

　本市の旧下関地区の宿泊施設について、現在、下関旅館協同組合には旧下関地区にある24の

旅館・ホテル等の宿舎施設が加盟しているが、宿泊施設としてはビジネスタイプと10室前後の小規

模な旅館タイプが多い。そのタイプにおいては、集客力に限りがあると同時に多くが老朽化した構造

のままで、高単価の客層を取りこぼしている。また、両タイプに共通して、温泉等の浴場施設や和室

による「安らぎ・おもてなし・癒し」といったイメージを売りにする宿泊施設が少なく、女性客や家族旅

行が好む宿泊施設とは言い難い。加えて、大型バスの駐車場を持つ宿泊施設も同規模の観光都市

と比較して少なく、大手旅行会社による１泊２食スタイルの契約旅館も少ない。

　旧下関地区の宿泊施設が、多様な観光客のニーズに応えることができていない状況では、宿泊人

口は頭打ちになる可能性が大きく、事実、「観光客対応の比較的大規模な旅館」を求めて、山口県

内の温泉リゾート地である山口市の湯田や長門市の湯本等に客足が流れており、滞在型になって

いない。さらに、現在の新型コロナウイルスの影響により、全国的に休館・閉館する民間宿泊施設が

増加しており、本市にとっても例外ではなく、本市が目指す「滞在型観光充実都市」という観点から

非常に厳しい状況となっている。

97,836,076 H30 92,531,310 R1 102,347,366支出

R1 127,293,607

-1,822,575 H30 117,818 R1 -18,169,061

H29 39,297,105 H30 34,389,601 R1 24,946,241

R11,007,419収支合計 H29 3,974,530

　令和元年度は、新型コロナウイルスの影響により大幅な赤字となっているが、基本的な経営状況と

して、近年では、施設の利用料金収入及び指定管理者が自主的に行っている売店、レストラン、

マッサージ等の事業における収入により、支出を全て賄えており、かつ、本市へ納付する納付金を

差し引いても収支差額はプラスで推移しているため、健全な経営状況にあると判断でき、また、公営

施設という観点からも、過剰な利益を得ておらず、非常にバランスがとれているものと判断できる。

100.2% 94.4%H30 R1

R1 75.2%

年間利用状況（宿泊者
数及び日帰り入浴者

H29 38,405人 H30 37,156人 R1 36,931人

経常収支比率 H29 94.1% H30 80.7%

経費回収率 H29 100.8%

-25,433,901

14.5% R1 15.1%

H30

H30 13.1%

指定管理者による自主
事業収入

H29 137,133,181 H30 126,920,911

H29

他会計補助金比率 H29

指定管理者の利用料金
収入

支出

H29

H29
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（2）海峡ビューしものせきの宿泊利用率

・令和元年度　海峡ビューしものせき　宿泊利用率　53.6％

・全国公営国民宿舎における宿泊利用率・・・第5位（全69施設中）※前年度順位・・・第8位

（3）宿泊者数の見通し

（4）日帰り入浴者数の見通し

3.経営の基本方針

　日帰り入浴について、近年は年間約1万1千人と横ばいの状況で推移しているため、今後も同水準

で推移するものと見込まれる。

　宿泊者数については、ここ近年ではやや減少傾向にあるものの、ほぼ横ばいの状態で推移してい

くものと見込まれる。

宿泊利用率
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

60.2% 58.3% 57.2% 55.6% 53.6%
宿泊利用率の年度別推移

　平成26年度から令和元年度の日帰り入浴者数を基に、過去6年間の平均成長率（0.2%）を算出し、

令和2年度以降は当該率を乗じた数値を基に推計し、令和12年度までの利用者数を見込む。

　平成26年度から令和元年度の宿泊者数を基に、過去6年間の平均成長率（-0.2%）を算出し、令和

2年度以降は当該率を乗じた数値を基に推計し、令和12年度までの利用者数を見込む。

　　海峡ビューしものせきは、市民に健全な保健休養のための場を提供すること、及び観光客を誘

客することにより観光振興を図る目的で設置しており、目的を達成するためのビジョンとして①すぐれ

た自然環境に恵まれた立地を生かし、健全な保健休養のための場として快適な施設を目指す。②

滞在型観光の拠点としての施設となる。と定めている。

　施設の経営については、引き続き指定管理者制度により民間事業者に経営を委ね、効果的な行

政サービスの提供と優れた経営手法による経営改善の取組みを継続していく。

　

26,074

29,069

27,85327,581

26,789

25,81425,76225,71125,65925,60825,55725,50625,45525,40425,35325,30225,252

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

（単位：人）

11,017
11,232

11,056

10,824

10,367

11,11711,13711,15711,17711,198
11,21811,23811,25911,27911,299

11,32011,340

9,800
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
11,600

（単位：人）
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4.投資・財政計画（収支計画）

（1）投資・財政計画（収支計画）　:　別紙のとおり

（2）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①収支計画のうち、投資についての説明

②収支計画のうち、財源についての説明

③収支計画のうち、投資以外の経費についての説明

（3）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①今後の投資についての考え方・検討状況

　オープン以降、約20年が経過しているが、大規模な改修は行っておらず、機械設備等耐用年数を

迎えるものが多く、今後は改修工事費の増加を見込んでおり、改修内容によっては休館を伴う工事

もあるため、計画的に施設及び機械設備等の改修を行っていく必要がある。

　投資に必要な財源については、主に占用使用料（指定管理者の自主事業に係る施設の占用に伴

う土地、建物使用料及び占用部分に係る売上金額に応じた使用料）及び納付金により確保し、改修

工事等を計画的に実施していく。

　　海峡ビューしものせきは、市民に健全な保健休養のための場を提供すること、及び観光客を誘

客することにより観光振興を図る目的で設置しており、目的を達成するためのビジョンとして①すぐれ

た自然環境に恵まれた立地を生かし、健全な保健休養のための場として快適な施設を目指す。②

滞在型観光の拠点としての施設となる。と定めている。

　施設の経営については、引き続き指定管理者制度により民間事業者に経営を委ね、効果的な行

政サービスの提供と優れた経営手法による経営改善の取組みを継続していく。

　

その他の取組

今後も民間の活力及び優れた経営手法による施設の管理・運営を

維持するため、指定管理者制度により、民間事業者に施設運営を

委ねていく。

計画的に改修工事等を行うことで、施設の維持を図る。

なし

民間活用

投資の最適化

利用料金制による指定管理者制度を導入しているため、原則、投資以外の経費はない。

20391 20097

16555

21119 21527 21953 22378 22804 21972 21972 21972 21972 21972

33500
32211

34000

25560 25660

36206

30506 30606 31346

34906 34006

31306 30306

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

占用使用料 納付金 単位：千円
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②今後の財源についての考え方・検討状況

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

5.公営事業として実施する必要性

6.経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

7.民営化・民間譲渡の検討

　本経営戦略は10年間の計画とするが、年度ごとに進捗状況の確認を行う。なお、指定管理期間は

5年間を設定していることから、指定管理更新時には経営戦略を見直すこととする。

　令和3年度から令和7年度（5年間）については、指定管理者制度の利用料金制により民間事業者

が管理運営を行っていくが、本市では中長期的に公共施設の建物床面積の3割削減を目標にした

公共施設等総合管理計画を定めており、また、「公営企業の経営のあり方に関する研究会　報告書

（平成29年3月　総務省）」のとおり、地域経済好循環の実現への寄与、将来の事業リスクが顕在化

する前の対応、民間事業者からのより適切な事業提案の促進等の観点から、経営状況が安定して

いる現状こそ民間譲渡等の検討が必要という考え方からも、次期指定管理期間（R3～R7）におい

て、令和8年度以降の海峡ビューしものせきの民間への譲渡・売却の可否等について検討していく

予定である。

なし

　海峡ビューしものせきは、瀬戸内海国立公園に存する休養宿泊施設であり、国立公園の非日常の

風景の中で休養宿泊体験を広く公平に利用者に提供し、施設の機能としての休養宿泊だけではな

く、国立公園の自然や本市の文化を満喫するためのアクティビティやそれらに関する情報を利用者

に提供し、より国立公園の魅力を深く体験してもらうための拠点としての役割を持ち、また、家族旅

行、修学旅行等団体旅行の受け入れや、大型観光バスの停車が可能であるため、コンベンション機

能も備えた滞在型休養宿泊施設として重要な役割を果たすとともに、日帰入浴や宴会利用等市民

の保養できる環境を維持するために、公営事業として実施する必要性が極めて高い施設である。

繰入金

職員給与費 同上

その他の取組 なし

資産の有効活用等による
収入増加の取組

その他の取組 なし

委託料
指定管理者制度による完全利用料金制を採用しているため委託料

はない。

一般会計からの繰入金はない。

管理運営費

料金

現在の適正かつバランスのとれた料金を維持しつつ、引き続き、施

設の占用使用料及び納付金により、投資に必要な財源を確保して

いく。

稼働率・利用者数
引き続き、指定管理者による魅力的な企画や宿泊プラン等により、

現状の高稼働率を維持する。

同上
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観光施設事業（休養宿泊事業）

令和 3 年度 ～ 令和 12 年度

1.事業概要
（1）事業形態等

（2）料金形態

・宿泊使用料（1人1泊につき） ・研修室、大広間使用料

　洋室（シングル） 5,710円 (1時間につき)

　洋室（ツイン） 5,500円～7,030円 　研修室（76㎡） 2,200円

　洋室（トリプル） 5,410円～7,030円 　大広間1半面（30畳） 2,200円

　和洋室 5,270円～8,130円 　大広間1全面（60畳） 4,400円

　和室（8畳・10畳）4,610円～6,600円 　大広間2（27畳） 2,200円

・浴場使用料

　大人（中学生以上） 620円

　小学生及び幼児 310円

（3）経営状況

H29 -17,667千円 -15,236千円H30
指定管理者の収益的
収支

4.2%他会計補助金比率 H29

81.3% R1

H30 9.5%

経費回収率 H29 78.9%

9.2% R1

休養宿泊施設の管理運営

26,916人

経常収支比率 H29 88.6%

R1

料金の概要

ア　民間委託

ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

なし

　料金は、下関市営宿舎サングリーン菊川の設置等に関する条例に基づ

き、当該条例の定める金額の範囲内で指定管理者が定めている。

イ　指定管理者制度

平成18年4月1日に指定管理者制度を導入し、
利用料金制（併用制）により運営
《指定管理者》
・平成30年4月～令和5年3月
　一般財団法人下関市公営施設管理公社

H30 88.8%

料金改定年月日
（消費税のみの改定は
含まない）

－

R1 85.0%

年間利用状況（宿泊者
数及び日帰り入浴者

H29 27,207人 H30 25,523人

83.1%H30

R1-12,670千円

第４章　休養宿泊事業　下関市営宿舎サングリーン菊川

民間活用の状況

　　　　　　　0　　　　　人

事業開始年度

事業の内容

事 業 名

計 画 期 間

法適（全部適用・一部
適用）

昭和55年度

事業の種類
観光施設事業

（休養宿泊事業）
施設名

下関市営宿舎サング
リーン菊川

非適用

職員数
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（上記の収益、資産等の状況を踏まえた現在の経営状況の分析）

※その他経営指標については、別紙経営比較分析表による。

2.将来の事業環境

（1）宿泊者数の見通し

（2）日帰り入浴者数の見通し

（3）施設の見通し

3.経営の基本方針

　平成26年度から令和元年度の利用者数を基に、過去6年間の平均成長率（-0.7%）を算出し、令

和2年度以降はその率を基に推計し、令和12年度までの利用者数を見込んでいる。

　昭和55年の開設より40年が経過し、その間に大規模改修として、浴室改修、露天風呂、エレベー
ターの新設等は行っているが、改修を行っていない設備や耐用年数を過ぎた設備もあり、設備の
老朽化は著しく、今後は修繕費や改修費の増加が見込まれる。

　平成26年度から令和元年度の利用者数を基に、過去6年間の平均成長率（1.7%）を算出し、令和

2年度以降はその率を基に推計し、令和12年度までの利用者数を見込んでいる。

　指定管理者制度導入後、経営健全化のための取組みを行い、収益の状況は改善傾向にあった

が、平成２９年度より収支赤字は増大した。平成３０年度からも指定管理者制度を導入し、指定管

理者による運営を行っているが、経営の改善に至っていない。

　施設の経営については、利用者数の減少などにより収入の大きな増加が見込めない一方で、施

設の老朽化に伴う修繕費の増加が見込まれるなど、今後も厳しい状況が予想される中、引き続き

指定管理者制度を導入することで、民間事業者に経営を委ね、効果的な行政サービスの提供と優

れた経営手法による経営改善の取組みを継続する。

　なお、指定管理による施設の運営においても、利用者数及び売上高の減少、赤字基調の増大等

により施設そのものの存続や在り方を問う必要があるため、施設の民間譲渡等を検討する。

4,991
5,600

6,567 6,340
5,938

5,406 5,498 5,591 5,686 5,783 5,881 5,981 6,083 6,186 6,292 6,399 6,507

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（単位：人）

22,269
24,667

30,409

20,86719,58521,51021,35921,21021,06120,91420,76820,62220,47820,33520,19220,05119,910

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000

（単位：人）
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4.投資・財政計画（収支計画）

（1）投資・財政計画（収支計画）　： 別紙のとおり

（2）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①収支計画のうち、投資についての説明

②収支計画のうち、財源についての説明

③収支計画のうち、投資以外の経費についての説明

（3）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①今後の投資についての考え方・検討状況

②今後の財源についての考え方・検討状況

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

5.公営企業として実施する必要性

・事業の意義、提供するサービス自体の必要性

繰入金
施設の管理運営に係る経費の一部を一般会計からの繰入金を充
当しているため、繰入額の縮小を図る。

管理運営費 必要最低限の費用により施設の管理運営を行っていく。

職員給与費 なし

資産の有効活用等による
収入増加の取組

なし

その他の取組 なし

委託料 指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を委託する。

その他の取組

その他の取組

今後も指定管理者制度（利用料金制度）を活用する。

過大な投資を避け、最低限必要な改修を行うことで、施設の維持を

図る。

なし

投資の最適化

民間活用

なし

稼働率・利用者数
指定管理者による対外的に興味を感じる企画・宿泊プラン等により
利用者数の増加を図る。

　施設の開設後40年が経過し、建物及び設備の修繕費や改修費が恒常的に必要になってくる中

で、過大な投資を避け、施設の運営に必要な最低限の改修を計画的に行い、施設の維持管理を

行う。

　収入は施設の土地建物使用料のみで、収入の増加は見込めない。施設にかかる経費に対する

不足分は一般会計繰入金等を充てることとなるため、経費縮減により繰入額の縮小を図る。

　指定管理者制度を導入していることから、大幅な経費の変動はない。

　菊川町唯一の休養宿泊施設として、地域に密着した運営を行うことで都市と農村の交流人口の

拡大に欠かせない施設であるとともに、菊川温泉の入浴施設として地域の観光振興にとって重要

な拠点である。

料金
過大な投資を避け、施設の維持を図るため、現状料金を維持させ
財源確保を目指していく。

19



・公営企業として実施する必要性

6.経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

7.民営化・民間譲渡の検討

　公共施設マネジメントとの整合性を図りながら、民営化・民間譲渡等については、民間の引き受

け手の存在や菊川温泉施設一帯での検討が必要であり、その可否についても併せて検討する。

　本経営戦略は10年間の計画とするが、年度ごとに進捗状況の確認を行う。指定管理者制度を導

入しており、指定管理期間は5年間を設定している。指定管理更新時には経営戦略を見直すことと

する。

　施設の設置目的は、市民の健康的でゆとりのある生活の実現に資することであり、営利を目的と

した経営は困難であると考えられるため、公営企業として実施し、指定管理者制度により質の高い

サービスの提供と効率的な運営を行う。
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第５章 経営戦略の事後検証等 

 

全国的な観光施設事業の傾向として、サービス需要の変化や人口減少等によ

る料金収入の減少、また、サービスの提供に必要な施設の老朽化に伴う設備の

更新に係る投資の増大等により、観光施設事業をめぐる経営環境は厳しさを増

しており、本市にとっても例外ではない。 

こうした中、引き続き、安定的かつ持続的に観光施設事業を公営事業として

展開していくためには、各施設における経営等について的確な現状把握を行っ

た上で、観光施設事業の将来的なあり方を展望し、投資と財政の両面から今後

の経営の方向性を明らかにし、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図

っていく必要がある。 

本経営戦略は、毎年度進捗管理を行うとともに、原則、５年に一度を目安と

して見直しを行うものとするが、火の山ロープウェイの存否の検討を含む火の

山地区観光施設再編整備や公共施設マネジメントの取組みにより、観光施設事

業自体が大幅に改変する可能性があり、また、現在の新型コロナウイルスの影

響等による事業を取り巻く社会経済情勢の変化等により必要と認めるときは、

随時見直しを行うものとする。 
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業
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用
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与
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退
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当
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業

外
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用
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払

利
息

う
ち

一
時
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入
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利

息

そ
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他
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金

収
入

受
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事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
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度
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度
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度
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（
法

非
適

用
企

業
）

索
道
事
業
　
投
資
・
財
政
計
画
（
収
支
計
画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
本

年
度

R
３

年
度

R
４

年
度

R
５

年
度

R
６

年
度

(J
)

△
 3

4
,3

3
0

△
 3

1
,1

3
0

△
 3

3
,6

8
0

△
 2

8
,5

8
0

△
 3

1
,6

8
0

△
 3

1
,0

8
0

△
 2

8
,5

8
0

△
 2

8
,5

8
0

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

△
 3

4
,3

3
0

△
 3

1
,1

3
0

△
 3

3
,6

8
0

△
 2

8
,5

8
0

△
 3

1
,6

8
0

△
 3

1
,0

8
0

△
 2

8
,5

8
0

△
 2

8
,5

8
0

(O
)

(P
)

(Q
)

3
4
,3

3
0

3
1
,1

3
0

3
3
,6

8
0

2
8
,5

8
0

3
1
,6

8
0

3
1
,0

8
0

2
8
,5

8
0

2
8
,5

8
0

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

7
,3

1
6

9
,1

0
0

5
,1

0
7

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

9
,4

2
0

（
T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

2
3
,0

8
8

3
2
,5

4
2

2
8
,4

3
8

2
8
,5

8
0

3
3
,2

8
0

2
3
,0

8
8

3
2
,5

4
2

2
8
,4

3
8

2
8
,5

8
0

3
3
,2

8
0

2
3
,0

8
8

3
2
,5

4
2

2
8
,4

3
8

2
8
,5

8
0

3
3
,2

8
0

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
2
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

R
６

年
度

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

本
年

度
R

３
年

度
R

４
年

度
R

５
年

度

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
((

R
)/

(S
)×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
健

全
化

法
施

行
令

第
1
7
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
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率
(（

T
）
/
（
V

）
×

1
0
0
)

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

(R
)

2
2
.8

%
2
5
.8

%
2
3
.9

%
2
4
.2

%
2
5
.8

%
2
5
.8

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
2
2
.4

%
2
4
.2

%

3
0
3
.4

0
%

3
3
6
.3

1
%

3
2
9
.9

4
%

3
0
3
.4

0
%

3
0
3
.4

0
%

収
益

的
収

支
比

率
（

×
1
0
0

）
1
0
0
.0

%

3
6
4
.4

4
%

3
3
0
.4

7
%

3
5
7
.5

4
%

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支
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養
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峡
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ー
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の
せ
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度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

1
(A

)
5
3
,8

9
1

5
2
,3

0
8

5
0
,5

5
5

4
6
,6

7
9

4
7
,1

8
7

5
8
,1

5
9

5
2
,8

8
4

5
3
,4

1
0

5
3
,3

1
8

5
6
,8

7
8

5
5
,9

7
8

5
3
,2

7
8

5
2
,2

7
8

（
１

）
(B

)
3
3
,5

0
0

3
2
,2

1
1

3
4
,0

0
0

2
5
,5

6
0

2
5
,6

6
0

3
6
,2

0
6

3
0
,5

0
6

3
0
,6

0
6

3
1
,3

4
6

3
4
,9

0
6

3
4
,0

0
6

3
1
,3

0
6

3
0
,3

0
6

ア イ
(C

)

ウ
3
3
,5

0
0

3
2
,2

1
1

3
4
,0

0
0

2
5
,5

6
0

2
5
,6

6
0

3
6
,2

0
6

3
0
,5

0
6

3
0
,6

0
6

3
1
,3

4
6

3
4
,9

0
6

3
4
,0

0
6

3
1
,3

0
6

3
0
,3

0
6

（
２

）
2
0
,3

9
1

2
0
,0

9
7

1
6
,5

5
5

2
1
,1

1
9

2
1
,5

2
7

2
1
,9

5
3

2
2
,3

7
8

2
2
,8

0
4

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

ア イ
2
0
,3

9
1

2
0
,0

9
7

1
6
,5

5
5

2
1
,1

1
9

2
1
,5

2
7

2
1
,9

5
3

2
2
,3

7
8

2
2
,8

0
4

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

2
1
,9

7
2

２
(D

)
1
4
,0

7
0

1
9
,9

4
6

2
2
,6

2
5

4
,7

5
1

2
4
,2

6
1

1
8
,1

2
2

8
,2

5
5

9
,0

8
7

9
,1

3
2

8
,9

1
0

8
,6

5
5

8
,4

1
7

8
,1

8
5

（
１

）
4
,3

5
9

1
1
,3

6
1

1
4
,3

6
0

1
,0

4
7

2
0
,1

4
7

1
4
,2

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

ア イ
4
,3

5
9

1
1
,3

6
1

1
4
,3

6
0

1
,0

4
7

2
0
,1

4
7

1
4
,2

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

4
,0

4
7

（
２

）
9
,7

1
1

8
,5

8
5

8
,2

6
5

3
,7

0
4

4
,1

1
4

3
,8

7
5

4
,2

0
8

5
,0

4
0

5
,0

8
5

4
,8

6
3

4
,6

0
8

4
,3

7
0

4
,1

3
8

ア
3
,7

5
7

2
,8

5
5

1
,9

2
1

1
,2

3
6

1
,6

4
6

1
,4

0
7

1
,2

6
0

2
,0

9
2

2
,1

3
7

1
,9

1
5

1
,6

6
0

1
,4

2
2

1
,1

9
0

イ
5
,9

5
4

5
,7

3
0

6
,3

4
4

2
,4

6
8

2
,4

6
8

2
,4

6
8

2
,9

4
8

2
,9

4
8

2
,9

4
8

2
,9

4
8

2
,9

4
8

2
,9

4
8

2
,9

4
8

３
(E

)
3
9
,8

2
1

3
2
,3

6
2

2
7
,9

3
0

4
1
,9

2
8

2
2
,9

2
6

4
0
,0

3
7

4
4
,6

2
9

4
4
,3

2
3

4
4
,1

8
6

4
7
,9

6
8

4
7
,3

2
3

4
4
,8

6
1

4
4
,0

9
3

1
(F

)
5
6
,0

1
8

6
4
,5

1
6

1
1
9
,0

0
0

7
7
,3

2
2

3
5
,0

0
0

6
0
,0

0
0

（
１

）
5
0
,0

0
0

2
8
,0

0
0

6
0
,0

0
0

（
２

）
5
6
,0

1
8

6
4
,5

1
6

6
9
,0

0
0

4
9
,3

2
2

3
5
,0

0
0

（
３

）

（
４

）

（
５

）

（
６

）

（
７

）

２
(G

)
9
6
,7

6
6

9
6
,8

5
6

1
4
6
,9

4
8

1
1
9
,1

5
0

5
1
,1

3
1

7
,5

5
6

6
7
,5

5
6

7
,5

5
6

1
1
,8

4
2

1
1
,8

4
2

1
1
,8

4
2

1
1
,8

4
0

1
1
,8

4
0

（
１

）
5
0
,0

0
0

2
8
,0

0
0

6
0
,0

0
0

（
２

）
(H

)
9
6
,7

6
6

9
6
,8

5
6

9
6
,9

4
8

9
1
,1

5
0

5
1
,1

3
1

7
,5

5
6

7
,5

5
6

7
,5

5
6

1
1
,8

4
2

1
1
,8

4
2

1
1
,8

4
2

1
1
,8

4
0

1
1
,8

4
0

（
３

）

（
４

）

（
５

）

３
(I
)

△
 4

0
,7

4
8

△
 3

2
,3

4
0

△
 2

7
,9

4
8

△
 4

1
,8

2
8

△
 1

6
,1

3
1

△
 7

,5
5
6

△
 7

,5
5
6

△
 7

,5
5
6

△
 1

1
,8

4
2

△
 1

1
,8

4
2

△
 1

1
,8

4
2

△
 1

1
,8

4
0

△
 1

1
,8

4
0

そ
の

他

収
支
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引

(F
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(G
)

国
（

都
道
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県
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金

工
事
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担

金

そ
の

他
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本
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出
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設

改
良

費

う
ち

職
員
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与

費
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方

債
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金
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会

計
長
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金
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還

金
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計
へ
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繰

出
金

収
支
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引
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(D
)
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本
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方
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ち
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平
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退
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用
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他

料
金

収
入
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事

収
益
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他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
本

年
度

R
３

年
度
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４

年
度
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ビ
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ー
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の
せ
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政
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画
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）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度
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分

（
決

算
）

（
決

算
）

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
本

年
度

R
３

年
度

R
４

年
度

R
５

年
度

R
６

年
度

(J
)

△
 9

2
7

2
2

△
 1

8
1
0
0

6
,7

9
5

3
2
,4

8
1

3
7
,0

7
3

3
6
,7

6
7

3
2
,3

4
4

3
6
,1

2
6

3
5
,4

8
1

3
3
,0

2
1

3
2
,2

5
3

(K
)

(L
)

2
,5

2
8

2
,5

5
0

2
,5

3
2

2
,6

3
2

9
,4

2
7

4
1
,9

0
8

7
8
,9

8
1

1
1
5
,7

4
8

1
4
8
,0

9
2

1
8
4
,2

1
8

2
1
9
,6

9
9

2
5
2
,7

2
0

2
8
4
,9

7
3

(M
)

(N
)

1
,6

0
1

2
,5

7
2

2
,5

1
4

2
,7

3
2

1
6
,2

2
2

7
4
,3

8
9

1
1
6
,0

5
4

1
5
2
,5

1
5

1
8
0
,4

3
6

2
2
0
,3

4
4

2
5
5
,1

8
0

2
8
5
,7

4
1

3
1
7
,2

2
6

(O
)

(P
)

1
,6

0
1

2
,5

7
2

2
,5

1
4

2
,7

3
2

1
6
,2

2
2

7
4
,3

8
9

1
1
6
,0

5
4

1
5
2
,5

1
5

1
8
0
,4

3
6

2
2
0
,3

4
4

2
5
5
,1

8
0

2
8
5
,7

4
1

3
1
7
,2

2
6

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

3
3
,5

0
0

3
2
,2

1
1

3
4
,0

0
0

2
5
,5

6
0

2
5
,6

6
0

3
6
,2

0
6

3
0
,5

0
6

3
0
,6

0
6

3
1
,3

4
6

3
4
,9

0
6

3
4
,0

0
6

3
1
,3

0
6

3
0
,3

0
6

（
T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

3
3
0
,5

2
9

2
3
3
,6

7
3

1
8
6
,7

2
5

1
2
3
,5

7
5

7
2
,4

4
4

6
4
,8

8
8

1
1
7
,3

3
2

1
0
9
,7

7
6

9
7
,9

3
4

8
6
,0

9
2

7
4
,2

5
0

6
2
,4

1
0

5
0
,5

7
0

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

5
6
,0

1
8

6
4
,5

1
6

6
9
,0

0
0

4
9
,3

2
2

3
5
,0

0
0

5
6
,0

1
8

6
4
,5

1
6

6
9
,0

0
0

4
9
,3

2
2

3
5
,0

0
0

5
6
,0

1
8

6
4
,5

1
6

6
9
,0

0
0

4
9
,3

2
2

3
5
,0

0
0

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
2
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

R
６

年
度

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

本
年

度
R

３
年

度
R

４
年

度
R

５
年

度

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
((

R
)/

(S
)×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
健

全
化

法
施

行
令

第
1
7
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/
（
V

）
×

1
0
0
)

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

(R
)

3
2
0
.9

%
2
5
4
.2

%
2
7
4
.1

%
2
7
3
.1

%
2
6
3
.0

%
2
6
1
.1

%
4
4
.8

%
4
2
.3

%
4
8
.7

%
6
2
.6

%
2
2
6
.5

%
3
3
4
.5

%
収

益
的

収
支

比
率

（
×

1
0
0

）
4
8
.6

%

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支
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（
法

非
適

用
企

業
）

休
養
宿
泊
事
業
（
サ
ン
グ
リ
ー
ン
菊
川
）
　
投
資
・
財
政
計
画
（
収
支
計
画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

1
(A

)
1
2
,9

6
0

5
,0

0
9

8
,8

4
0

4
,5

1
5

4
,5

1
5

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

（
１

）
(B

)

ア イ
(C

)

ウ

（
２

）
1
2
,9

6
0

5
,0

0
9

8
,8

4
0

4
,5

1
5

4
,5

1
5

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

ア
1
2
,8

9
4

4
,9

4
2

8
,7

7
3

4
,4

4
6

4
,4

4
6

イ
6
6

6
7

6
7

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

6
9

２
(D

)
1
2
,9

6
0

5
,0

0
9

8
,8

4
0

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

（
１

）
1
2
,9

6
0

5
,0

0
9

8
,8

4
0

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

ア イ
1
2
,9

6
0

5
,0

0
9

8
,8

4
0

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

4
,5

1
5

（
２

）

ア イ

３
(E

)
△

 4
,4

4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

1
(F

)

（
１

）

（
２

）

（
３

）

（
４

）

（
５

）

（
６

）

（
７

）

２
(G

)

（
１

）

（
２

）
(H

)

（
３

）

（
４

）

（
５

）

３
(I
)

そ
の

他

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

収
支

差
引

(A
)-

(D
)

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

固
定

資
産

売
却

代
金

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

そ
の

他

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
本

年
度

R
３

年
度

R
４

年
度

R
５

年
度

R
６

年
度

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益
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（
法

非
適

用
企

業
）

休
養
宿
泊
事
業
（
サ
ン
グ
リ
ー
ン
菊
川
）
　
投
資
・
財
政
計
画
（
収
支
計
画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
本

年
度

R
３

年
度

R
４

年
度

R
５

年
度

R
６

年
度

(J
)

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

△
 4

,4
4
6

(O
)

(P
)

(Q
)

4
,4

4
6

4
,4

4
6

4
,4

4
6

4
,4

4
6

4
,4

4
6

4
,4

4
6

4
,4

4
6

4
,4

4
6

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

（
T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

1
2
,8

9
4

4
,9

4
2

8
,7

7
3

4
,4

4
6

4
,4

4
6

1
2
,8

9
4

4
,9

4
2

8
,7

7
3

4
,4

4
6

4
,4

4
6

1
2
,8

9
4

4
,9

4
2

8
,7

7
3

4
,4

4
6

4
,4

4
6

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
2
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

R
６

年
度

R
７

年
度

R
８

年
度

R
９

年
度

R
1
0
年

度
R

1
1
年

度

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

本
年

度
R

３
年

度
R

４
年

度
R

５
年

度

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
((

R
)/

(S
)×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
健

全
化

法
施

行
令

第
1
7
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/
（
V

）
×

1
0
0
)

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

(R
)

1
.5

%
1
.5

%
1
.5

%
1
.5

%
1
.5

%
1
.5

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
.5

%
1
.5

%
収

益
的

収
支

比
率

（
×

1
0
0

）
1
0
0
.0

%

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支
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